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換価の猶予制度について 

 

   

 

都税は定められた納期限までに納付・納入していただくことが定められ

ています。 

しかし、都税を一時に納付することによって事業の継続又は生活の維持

を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認

められる場合は、猶予を受けようとする都税の納期限から３か月以内に申

請し、換価の猶予が認められた場合、１年以内の期間に限り、財産の換価

（売却）が猶予され、分割等による都税の納付ができます。 

※申請する都税以外の都税に滞納がある場合は、原則として、換価の猶予

の申請はできません。 

 

 
猶予が認められた場合 

  

   

  

  

 
分割等により納付することが可能になります 

＋ 
 

 
（１）すでに差押えを受けている財産の換価（売却）が猶予されます。 

（２）差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産につい

ては、新たな差押えが猶予（又は差押えが解除）される場合があります。 

（３）換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。 

※換価の猶予が認められた場合であっても督促状は法令の規定により送付されます。 

 

 
 

 



 

目次 
 

手続きの流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

 

Ⅰ 換価の猶予・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

１ 換価の猶予を受けることができる場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

２ 猶予期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

３ 申請のために必要な書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

４ 提出された申請書等の審査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

５ 猶予が許可された場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

６ 不許可となる場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

７ 猶予の取消し又は猶予期間の短縮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

８ 猶予が不許可となった場合、猶予の取消し後の納付について・・・・・・・・・・・・・・ 5 

９ 「換価の猶予申請書」（⇒25ページ）の書き方（法人等で事業を行っている場合）・・・・・ 6 

10 「換価の猶予申請書」（⇒25ページ）の書き方（給与所得者等の個人の場合）・・・・・・・ 10 

11 「その他の財産収支状況書」（⇒26ページ）の書き方・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 

 

Ⅱ 財産目録・収支の明細書の書き方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

１ 「財産目録」（⇒27ページ）の書き方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

２ 「収支の明細書」の 1ページ目（⇒29ページ）の書き方・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 

３ 「収支の明細書」の 2ページ目（⇒30ページ）の書き方・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 

 

＜申請書・添付書類＞ 

換価の猶予申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

その他の財産収支状況書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 

財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 

収支の明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29・30 

換価の猶予申請書（予備）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 

その他の財産収支状況書（予備）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32 

 

Ⅲ 猶予制度に関するお問い合わせ・申請先一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 

 

 

  



1 

 

手続きの流れ 

 猶予を受けるための要件の確認   
  

  

 
都税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするお

それがある等の一定の要件に該当するときは、納期限から３か月以内の申請により換

価の猶予を受けることができます。 

 ▼ 

▼ 

 申請書の作成・提出 
 

   

 
「換価の猶予申請書」に必要な書類を添付して提出します。 

  

○申請書 

・換価の猶予申請書 

 

○添付書類 

猶予を受けようとする金額  50万円未満※1 100 万円未満※1 100 万円以上※1 

その他の財産収支状況書 ×不要 ○必要 ×不要 

財産目録 ×不要 ×不要 ○必要 

収支の明細書 ×不要 ×不要 ○必要 

担保提供に必要な書類 ×不要※2 ×不要※2 ○必要※2 

※1 申請時点で未確定の延滞金は含みません。 

※2 担保提供は、猶予を受けようとする金額が未確定の延滞金を含めて 100万円を超える場合

に必要です。ただし、猶予期間が３か月以内又はその他特別な事情がある場合は提供不要で

す。 

 

○提出先 

猶予を受けようとする金額 

１件 50万円未満かつ総額 100万円未満 １件 50 万円以上又は総額 100 万円以上 

主税局徴収部納税推進課 

所管の支庁総務課（島しょ） 

所管の都税事務所徴収課 

所管の支庁総務課（島しょ） 

  
 

 ▼ 

▼ 

 提出された申請書等の審査 
 

  

 
提出された申請書や添付書類等の内容を確認して、猶予の許可・不許可、猶予を許可

する金額や期間等の審査を行います。 

なお、申請書等に不備がある場合、速やかに補正をしていただく必要があります。 
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 猶予が許可された場合  猶予が不許可の場合 

 「換価の猶予許可通知書」が送付されます。 

届いた通知書に記入された分割納付計画のとお

りに、同封された納付書を使って納付・納入します。 

猶予が許可された場合、延滞金の一部が免除とな

りますが、一部免除後の残りの延滞金については、

原則として分割納付の最終回に加算し、納付書を送

付します。 

 
一定の場合には猶予が許可されない

場合があります。 

この場合には「換価の猶予不許可通

知書」が送付されます。 

 
▼ 

完納 

▼ 

猶予の取消し等 

一定の要件に該当した場合

は、猶予が取り消されること

や、猶予期間が短縮されるこ

とがあります。 

なお、やむを得ない事情が

ある場合には、分割納付計画

の変更が認められることがあ

ります。 
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 Ⅰ 換価の猶予    

      １ 換価の猶予を受けることができる場合 

 次の①～⑤の全てに該当する場合は、換価の猶予を受けることができます。 

① 都税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある 

と認められること（※1） 

② 納税について誠実な意思を有すると認められること（※2） 

③ 換価の猶予を受けようとする都税以外の都税の滞納がないこと 

④ 納付すべき都税の納期限から３か月以内に「換価の猶予申請書」が主税局徴収部納税推進

課、所管の都税事務所徴収課又は所管の支庁総務課に提出されていること（申請先は 33 ページ） 

⑤ 原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること（※3） 

 

 

 ※1 「事業の継続を困難にするおそれがある」とは、事業に不要不急の資産を処分する等、事業経営の合理化を行った後

においても、なお都税を一時に納付することにより、事業を休止又は廃止させるおそれがある場合をいいます。 

「生活の維持を困難にするおそれがある」とは、都税を一時に納付することにより、必要最低限の生活費程度の収入

が確保できなくなる場合をいいます。 

※2 「納税について誠実な意思を有すると認められる」とは、申請者がその都税を優先的に納付する意思を有していると

都税事務所長等が認めることができることをいいます。 

※3 次の①～③のいずれかに該当する場合には、担保を提供する必要はありません。 

① 猶予を受ける金額（未確定の延滞金を含みます。）が 100 万円以下である場合 

② 猶予を受ける期間が３か月以内である場合 

③ 担保を提供することができない特別の事情（地方税法により担保として提供することができるとされている種類

の財産がない等）がある場合 

   ２ 猶予期間 

 換価の猶予を受けることができる期間は、１年（※）の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く

都税を完納できると認められる期間に限られます。 

換価の猶予を受けた都税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。 

 ※  換価の猶予を受けた後に、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初

の猶予期間が終了する前に所管の都税事務所徴収課又は所管の支庁総務課に申請することにより、当初の猶予期間と合

わせて最長２年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。 

   ３ 申請のために必要な書類 

 換価の猶予の申請をする場合、次の書類を提出します。 

猶予を受けようとする金額 

総額 50万円未満（※1） 
総額 50万円以上（※1） 

総額 100万円未満（※1） 
総額 100万円以上の場合（※1） 

○換価の猶予申請書（25 ペ

ージ） 

（法人等で事業を行ってい

る場合の書き方は 6 ページ

～、給与所得者等の個人の

場合の書き方は 10 ページ

～） 

○換価の猶予申請書（25 ページ） 

（法人等で事業を行っている場合の

書き方は 6 ページ～、給与所得者等

の個人の場合の書き方は 10 ページ

～） 

○「その他の財産収支状況書」 

（26 ページ）（書き方は 14ページ

～） 

○換価の猶予申請書（25 ページ） 

（法人等で事業を行っている場合の書き方は 6 ページ～、給

与所得者等の個人の場合の書き方は 10 ページ～） 

○「財産目録」（27 ページ）（書き方は 16 ページ～） 

○「収支の明細書」（29・30ページ）（書き方は 20 ページ

～） 

○担保の提供に関する書類（※2） 

猶予を受けようとする金額が 100 万円を超える場合（未確定

の延滞金を含みます）（8 ページ又は 11 ページ「⑩ 担

保」参照） 
 



4 

 

 

 

 

 
 ※1 申請時点で未確定の延滞金は含みません。ただし、猶予申請までの間や猶予期間中に発生した延滞金がある場合には、

ご納付いただくことになりますので申請書等の分割納付計画に延滞金の納付について記入します。 

※2 担保を提供する必要がある場合は、「担保提供書」や抵当権設定のための書類（不動産等を担保とする場合）等を提出

する必要がありますので、詳しくは所管の都税事務所徴収課又は所管の支庁総務課までお問い合わせください。 

担保を提供する必要がない場合には提出は不要です。 

  
 ４ 提出された申請書等の審査 

 所管の都税事務所等で、必要な書類が提出されているか、必要な事項が記入されているかを確認し、猶予の許可・

不許可、猶予を許可する金額・期間等の審査を行います。 

（１）申請書等の補正 

必要となる書類が提出されていない場合や、書類の記入に不備がある場合は、電話等により補正をお願いする場

合があります。所管の都税事務所等から補正通知書が送付された場合、通知を受けた日の翌日から起算して 20 日以

内に補正されないときは、猶予の申請を取下げたものとしてみなされますので、ご注意ください。 

（２）申請内容の審査 

所管の都税事務所等で、職員が申請者に対して、申請書や添付書類に記入された内容について、質問をしたり、帳

簿書類等を確認させていただくことがあります。 

 ５ 猶予が許可された場合 

 換価の猶予が許可された場合には、「換価の猶予許可通知書」と納付書が申請者に送付されますので、その通知書に

記入された分割納付計画のとおりに、猶予を受けている都税を納付します。 

猶予期間中は、延滞金が次のとおり免除されます。 

換価の猶予期間中の延滞金 

猶予特例基準割合を超える分を免除 

（納期限の翌日から 1 か月を経過する日まで△年 1.5％、それ以降は△年 7.8％） 

猶予特例基準割合については、所管の都税事務所徴収課又は所管の支庁総務課までお問い合わせください。 

なお、所管の都税事務所等での審査の結果、①申請書に記入された猶予を受けようとする金額の一部についてのみ

許可される場合、②猶予を受けようとする期間よりも短い猶予期間により許可される場合、又は③申請書に記入され

た分割納付計画と異なる内容の分割納付計画により許可される場合があります。 

このような許可に不服がある場合は、所定の期間内に限り不服申立てをすることができます。 

   ６ 不許可となる場合 

 次のいずれかに該当するときは、換価の猶予を許可することができません。 

なお、猶予の不許可に不服がある場合は、所定の期間内に限り不服申立てをすることができます。 

① 猶予の要件に該当しないとき。 

② 申請者について滞納処分、強制執行、破産手続等の強制換価手続が開始されたとき、法人である申請者が解散し

たとき、申請者が都税の滞納処分の執行を免れたと認められるとき等において、猶予を受けようとする都税を猶予

期間内に完納することができないと認められるとき。 

③ 申請者が、猶予の審査をするために都税事務所等の職員が行う質問に回答せず、又は帳簿書類等の検査を拒み、

妨げ、もしくは忌避（きひ）したとき。（※1） 

④ 不当な目的で猶予が申請されたとき、その他その申請が誠実にされたものでないとき（※2） 

 ※1 「帳簿書類等の検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したとき」とは、具体的には、行動や言動で検査を承諾しない場合、

検査に障害を与える場合、検査の対象から免れる場合等が該当します。 

※2 「その申請が誠実にされたものでないとき」とは、猶予の申請が不許可又はみなし取り下げとなった後に、同一の都

税について再度猶予の申請がされたとき等が該当します。 

  
 ７ 猶予の取消し又は猶予期間の短縮 

 換価の猶予が許可された後に、次のいずれかに該当することとなったときは、猶予が取り消されることや猶予期間

が短縮されることがあります。 
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換価の猶予の取り消しの場合は、弁明をすることはできません。 

① 猶予を受けている者について、滞納処分、強制執行、破産手続等の強制換価手続が開始されたとき、法人である

猶予を受けている者が解散したとき、猶予を受けている者が都税の滞納処分の執行を免れたと認められるとき等に

おいて、猶予を受けている都税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。 

② 猶予を受けている都税を「換価の猶予許可通知書」により通知された分割納付計画のとおりに納付しないとき。 

③ 所管の都税事務所長等が行った担保変更等の求めに応じないとき。 

④ 猶予を受けている都税以外に新たに納付すべきこととなった都税が滞納となったとき。（※） 

⑤ 偽りその他不正な手段により猶予の申請がされ、その申請に基づき猶予が許可されたことが判明したとき。 

⑥ 財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。 

  
 ※ 猶予をしたときにおいて予見できなかった事実（猶予を受けている者の責めに帰することができない事実に限りま

す。）が発生した場合等、やむを得ない場合を除きます。 

やむを得ない理由がある場合は所管の都税事務所徴収課又は所管の支庁総務課へご相談ください。 

  
 ８ 猶予が不許可となった場合、猶予の取消し後の納付について 

 既に納期限が到来している都税を、ただちに納付してください。 
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 ９ 「換価の猶予申請書」（⇒25 ページ）の書き方（法人等で事業を行っている場合） 

 猶予を受けようとする金額が 50 万円以上 100 万円未満の場合には換価の猶予申請書に加え、「その他の財産収支状

況書」（⇒26 ページ）を、猶予を受けようとする金額が 100 万円以上の場合には換価の猶予申請書に加え、「財産目

録」（⇒27 ページ）及び「収支の明細書」（⇒29・30 ページ）を提出する必要があります（申請時点で未確定の延滞金は含みません）。 
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0

運転資金

生活費

その他

運転資金

当座 信用金庫 本店 生活費ＸＸ

支店

170,000

円

0
( )

普通

預金 ○○○

銀行

50,000

運転資金

生活費

その他

担保財産の詳細又は提
供できない特別の事情 猶予を受けようとする金額が100万円を超えないため

現在納付可
能資金の内
訳（Ｂの内
訳）
※換価の猶予

を受けようとする

金額の総額が１

００万円以上の

場合は、現在納

付可能資金の

内訳（Ｂの内訳）

以降の記載を

省略できます。

資金の種類（預金の場合は預金の種類等を記載）
※預金は普通預金、当座預金等が対象

現 在 額
現在額のうち直ちに

納付可能な金額

直ちに納付に

充てられない事情

現  金 100,000

円

31 日 まで

担　保 有 無

日 から X△ 年 1 月猶予を受けようとする期間 XX 年 7 月 1

Ｃ 換価の猶予許可限度
　（Ａ－Ｂ）

162,000
円

都税等を一時に納付
し、又は納入すること
により事業の継続又
は生活の維持が困難
となる事情の詳細

Ａ建設株式会社の下請けで住宅家屋の建設を行っているが、単価の引き下げ等により売り上げが

前年度の65％程度まで落ち込んでおり、仕入先であるＥ株式会社への支払いも遅れがちになっている。

入金を全て都税等の納付に充てた場合、仕入先への支払いができなくなり、今後の事業継続が困難になる。

Ａ 納付すべき都税等
（アからエまでの合計） 212,000

円
Ｂ 現在納付可能資金額 50,000

円

28 30,000
猶予該当の合計（換価の猶予を希望する納期限を過ぎたもの
が対象です） 212,000 0 0 0

FALSE XX 4
固定資産税
都市計画税

X△ 2

30,000

30 30,000FALSE XX 2
固定資産税
都市計画税

XX 9

XX 1
固定資産税
都市計画税

XX 6

FALSE XX 3
固定資産税
都市計画税

XX 12 27

換 価 の 猶 予 申 請 書
　以下の都税等について、納期限までに一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難に
するおそれがあるため、換価の猶予を申請します。

納
付
す
べ
き
都
税
等
及
び
猶
予
を
受

け
よ
う
と
す
る
日
以
後
一
年
以
内
に

納
期
限
が
到
来
す
る
都
税
等
の
年

度

、
税
目

、
納
期
限
及
び
金
額

猶予
該当

年度
期別
月別 税　目 納期限 税　　額 加算金額 延滞金額 滞納処分費

TRUE XX XX 法人都民税（均等割） XX 5 31 180,000

TRUE

（
特

別

徴

収

義

務

者

）

納
税
者

住　所
（所在地）

東京都新宿区西新宿X-X-X
（新宿区高田馬場X-X-X）

氏　 名
(名称及び

代表者氏名)

32,00030

規則第１５号の２様式（参考様式Ｄ０１） 申請年月日 ＸＸ 年 7 月

主税建設株式会社
（代表取締役 主税 太郎）

連絡先（電話番

号・法人の場合

は部署名等）

経理部 03-XXXX-
XXXX

納付番号、

納税通知書番

号
1234567890

1 日

（ ＸＸＸ ）　都税事務所長・支庁長　宛

生計を一にする家族の人数
（申請者本人を含む）

人

※　申請者が法人の場合は、その代表者の住所、氏名を併せて記入してください。

今
後
の
平
均
的
な
収
入
及
び
支
出
の
見
込
金
額

（
月
額

）

TRUE 法人等 見込金額（月額） FALSE 個人 見込金額（月額） 納付年月日 分割納付金額

収
　
入

売上 1,450,000 円 収
　
入

給与・報酬（手取） 円 XX 8 31 40,000 円

円
年金・事業所得（１か月相
当）

円 XX 9 30 0 円

収入合計（①） 1,450,000 円 収入合計（①） 円 XX 10 31 40,000 円

支
　
　
　
　
出

仕入 770,000 円

支
　
　
　
　
出

住居費（家賃・住宅ロー
ン・駐車場代）

円 XX 11 30 60,000 円

従業員給与 250,000 円 食費 円 XX 12 31 0 円

役員報酬 200,000 円 被服費 円 X△ 1 31 22,000 円

円

諸経費 100,000 円 こづかい・交際費等 円 円

家賃等 円
水道光熱費・通信費・新
聞代（ネット料金含）

円

円

円
その他ローン（事業用を
除く）

円 円

借入返済 90,000 円 保険掛金 円

円

円 医療費・教育費・養育費 円

円
家族等の収入・家族等から

の借入等（マイナスで記入）
円

円

備
考

9月、12月は固定資産税の
納付あり。11月は貸付金の
回収が見込めるため増額納
付。

送付希望先：新宿区△△

分
　
割
　
納
　
付
　
計
　
画

※

延

滞

金

に

つ

い

て

は

、
原

則

と

し

て

分

割

納

付

の

最

終

回

に

加

算

さ

れ

る

た

め

、
納

付

計

画

と

分

割

納

付

書

の

金

額

が

異

な

る

場

合

が

あ

り

ま

す

。

円 円

支出合計（②） 1,410,000 円 支出合計（②） 円

納付可能基準額（①－②） 40,000 円 納付可能基準額（①－②）

円

ア イ ウ エ

法律による金額

〃

〃

〃

〃

〃

〃

収受印

納期限を過ぎており、かつ猶予を受け

ようとするものにチェックを入れます。

年間に複数の納期限がある場合は、そ

の度に申請が必要です。

分割納付金額が増減する場合

は、その理由を記入します。

①②

③

④

⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨

⑩
⑪

⑫

申請者が法人等で事業を

行っている場合は、「法人

等」にチェックを入れます。

上の⑨猶予を

受けようとす

る期間の終期

と同じ日付を

記入します。

最終回は

「＋延滞金」

と記入します。

そ
れ
ぞ
れ
の
金
額
を
記
入
し
ま
す
。

＋延滞金

⑬

⑭

下の⑭分割

納付計画の

最終日と同

じ日付を記

入します。

「現在額」及び「現在額

のうち直ちに納付可能な

金額」が０円の場合は、

「０円」と記入します。

送付希望先がある場合はこち

らに記載するか、メモなどに

記載して同封してください。
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 ① 申請年月日 

申請書を提出する日を記入します。郵送で提出する場合は、郵便を投函する日を記入します。 

② 申請先 

申請書の提出先の所管の都税事務所等を記入します。（⇒33 ページ参照） 

③ 納税者（特別徴収義務者） 

住所（又は所在地）、氏名

（又は名称）、日中連絡のつく

電話番号（携帯電話も可）を

記入します。 

申請者が法人である場合

は、その代表者の住所、氏名

を併せて記入します。 

お手元の納付書や納税通知書を確認し、納付番号又は納税通知書番号を記入します。 

お手元の納付書が右上に「610」と記載されている場合は、管理番号を記入します。 

希望送付先が異なる場合はメモなどに記載して同

封してください。 

④ 納付すべき都税等及び猶予を受けようとする日

以後一年以内に納期限が到来する都税の年度、税

目、納期限及び金額 

納税通知書等を参考に、換価の猶予を申請する時

点で、未納となっている都税及び今後１年以内に納

期限が到来する都税等の「年度」「期・月別」、「税

目」、「納期限」、「税額」、「加算金額」、「延滞金額」、

「滞納処分費」を全て記入し、そのうち、既に納期

限を過ぎており、換価の猶予を希望する都税等につ

いて「猶予該当」にチェック（☑）を入れます。 

今後１年以内に納期限が到来する都税等は、金額

や納期限が不明なものは記入する必要はありませ

ん。 

⑤ Ａ 納付すべき都税等（アからエまでの合計） 

「④ 納付すべき都税等及び猶予を受けようとする日以後一年以内に納期限が到来する都税の年度、税目、納期

限及び金額」のうち、「猶予該当」にチェック（☑）を入れたものについて、アからエまでを合計した金額を記入

します。 

⑥ Ｂ 現在納付可能資金額 

概ね１週間以内に都税の納付にあてることができる金額を記入します。 

この金額は「⑫ 現在納付可能資金の内訳（Ｂの内訳）」の「現在額のうち直ちに納付可能な金額」の合計額と

同額になります。 

また、猶予を受けようとする金額が 100 万円以上の場合は、「財産目録」（⇒27 ページ）の「4 現在納付可能資

金額」の③現在納付可能資金額（①－②） (Ｄ)の金額と同額になります。 

⑦ Ｃ 換価の猶予許可限度額（Ａ－Ｂ） 

「⑤ Ａ 納付すべき都税等（アからエまでの合計）」の合計の金額から「⑥ Ｂ 現在納付可能資金額」を差

し引いた金額を記入します。 

⑧ 都税等を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細 

次の例を参考に、都税を一時に納付することにより、事業の継続が困難となる事情を具体的に記入します。 

Ａ建設株式会社からの下請けで住宅家屋の建設を行っているが、単価の引き下げ等により売上は前年度に比

べ６５％まで落ち込んでおり、仕入れ先であるＥ株式会社への支払いも遅れがちである。 

Ａ建設株式会社からの入金を全て都税の納付に充てた場合には、Ｅ株式会社に対する支払いができず、今後

材料を仕入れることができなくなり、事業の継続が困難になってしまう。 
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⑨ 猶予を受けようとする期間 

換価の猶予を受けて、都税の分割納付をする場合の「猶予期間の開始日」（※）から延滞金が発生した場合の延

滞金を含めた「分割納付の最終日」を記入します。 

※ 「猶予期間の開始日」とは、通常は申請書を提出する日です。 

郵送により申請書を提出した場合、猶予期間の開始日は消印の押された日となります。 

ただし、やむを得ず納付すべき都税の納期限以前に申請をする場合は、その都税の納期限の翌日です。 

「分割納付の最終日」は、「⑭ 分割納付計画」の最終回と同じ日になります。 

⑩ 担保 

猶予を受けるにあたり、担保を提供する必要がある場合には「有」にチェック（☑）を入れます。 

次の（１）～（３）のいずれかに該当する場合には担保を提供する必要はありませんので、「無」にチェック

（☑）を入れます。 

（１）猶予を受ける金額（未確定の延滞金を含みます。）が 100 万円以下である場合 

（２）猶予を受ける期間が３か月以内である場合 

（３）担保を提供できない特別の事情（地方税法により担保として提供できることとされている種類の財産

（※）がない等）がある場合 

※ 担保として提供できる財産の種類 

ア 国債及び地方債 

イ 社債その他の有価証券で都税事務所長等が確実と認めるもの 

ウ 土地 

エ 保険に付した建物等（「建物等」とは、次に掲げるものをいいます。） 

（ア）建物（イ）立木（ウ）登記される船舶 

（エ）登録を受けた航空機（オ）登録を受けた自動車（カ）登記を受けた建設機械 

オ 鉄道財団等の財団 

カ 都税事務所長等が確実と認める保証人の保証 

⑪ 担保財産の詳細又は提供できない特別の事情 

「⑩ 担保」で、「有」にチェック（☑）を入れ、担保を提供する場合にはその担保財産の詳細を記入します。 

「⑩ 担保」で、「無」にチェック（☑）を入れ、担保を提供する必要がない場合はその理由を、担保を提供で

きない特別な事情がある場合はその事情を記入します。 

⑫ 現在納付可能資金の内訳（Ｂの内訳）※換価の猶予を受けようとする金額の総額が 100万円以上の場合

は、現在納付可能資金の内訳（Ｂの内訳）以降の記載を省略できます。 

「資金の種類」に申請書を提出する日現在の現金、預貯金等のある金融機関名や預貯金の内訳を記入します。 

「現在額」に、申請書を提出する日現在の自宅や事務所等に保管している手持ち現金の金額及び預貯金等の金額

を記入します。 

「現在額のうち直ちに納付可能な金額」に、申請書を提出する日から概ね１週間以内に納付できる金額を記入し

ます。 

「現在額のうち直ちに納付可能な金額」の合計金額は、「⑥ Ｂ 現在納付可能資金額」と同額になります。 

「現在額」及び「現在額のうち直ちに納付可能な金額」が０円の場合は、「０円」と記入します。 

「直ちに納付に充てられない事情」は、「運転資金」又は「その他」にチェック（☑）を入れます。 

なお、猶予を受けようとする金額が 100 万円以上の場合は、換価の猶予申請書に添付する「財産目録」（⇒27 ペ

ージ）に同様の内容を記入いただきますので、「財産目録」（⇒27 ページ）を添付する場合は、換価の猶予申請書へ

の記入を省略できます。 

⑬ 今後の平均的な収入及び支出の見込み（月額） 

「法人等」にチェック（☑）を入れ、猶予

期間中における月単位の平均的な収入及び支

出の見込金額を記入します。 

なお、猶予を受けようとする金額が 100 万円以上の場合は、換価の猶予申請書に添付する「収支の明細書」（⇒

29・30 ページ）に同様の内容を記入いただきますので、「収支の明細書」（⇒29・30 ページ）を添付する場合は、

換価の猶予申請書への記入を省略できます。 
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「収入」 

売上収入その他の恒常的な収入を全て税込金額で記入し

ます。 

「支出」 

事業に係る支出、仕入、従業員給与、役員報酬（人件

費）、家賃等、諸経費、借入返済、その他の支出を記入しま

す。 

なお、これらの支出は、事業の継続のために真に必要と

認められるものに限られるため、不要不急の財産の取得の

ための支出や、期限の定めのない債務の弁済のための支出

等は認められないことに留意します。 

また、減価償却等、実際に支払を伴わない費用等は「支

出」に該当しません。 

⑭ 分割納付計画 

最長１年の範囲内で、「納付年月日」に猶予期間中の各月

における納付年月日を、「分割納付金額」に猶予期間中の各

月における納付金額を記入します。 

分割納付計

画の最終回の

「納付年月

日」には「⑨ 

猶予を受けようとする期間」の分割納付の最終日と同一の納付年月

日を、「分割納付金額」には「納付金額（○○○円）＋延滞金」（又

は「延滞金」）と記入します。 

「備考」に、臨時的な収入又は支出の内容を記入します。 

分割で納付する金額は、猶予を受けようとする金額が 100 万円以

上の場合は、換価の猶予申請書に添付する「収支の明細書」（⇒29・

30 ページ）の「７ 分割納付年月日及び分割納付金額」の「⑤分割

納付金額(Ｄ)」と同額になるようにします。 

審査の結果、猶予が許可されると、延滞金の一部が免除となりま

すが、延滞金の一部が免除となった場合で免除後の残りの延滞金に

ついて「納付金額（○○○円）＋延滞金」（又は「延滞金」）の記入

がされていない場合は、原則として分割納付の最終回に延滞金を加

算し、換価の猶予許可通知書及び納付書を送付させていただいてお

ります。 

そのため、申請書の分割納付計画と換価の猶予許可通知書及び納

付書の金額が異なる場合があります。 
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 10 「換価の猶予申請書」（⇒25 ページ）の書き方（給与所得者等の個人の場合） 

 猶予を受けようとする金額が 50 万円以上 100 万円未満の場合には換価の猶予申請書に加え、「その他の財産収支状

況書」（⇒26 ページ）を、猶予を受けようとする金額が 100 万円以上の場合には換価の猶予申請書に加え、「財産目

録」（⇒27 ページ）及び「収支の明細書」（⇒29・30 ページ）を提出する必要があります（申請時点で未確定の延滞金は含みません）。 

 

 

・ ・

円 円 円 円

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

円

円

円

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

規則第１５号の２様式（参考様式Ｄ０１） 申請年月日 ＸＸ 年 7 月

主税 太郎

連絡先（電話番

号・法人の場合

は部署名等）
090-ＸＸＸＸ-ＸＸＸＸ

納付番号、

納税通知書番

号
12345-12345-12

20 日

（ ＸＸＸ ）　都税事務所長・支庁長　宛

6 30 52,000

FALSE

（
特

別

徴

収

義

務

者

）

納
税
者

住　所
（所在地） 東京都新宿区西新宿Ｘ－Ｘ－Ｘ

氏　 名
(名称及び

代表者氏名)

50,00030

FALSE XX 4
固定資産税
都市計画税

X△ 2 28

換 価 の 猶 予 申 請 書
　以下の都税等について、納期限までに一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難に
するおそれがあるため、換価の猶予を申請します。

納
付
す
べ
き
都
税
等
及
び
猶
予
を
受

け
よ
う
と
す
る
日
以
後
一
年
以
内
に

納
期
限
が
到
来
す
る
都
税
等
の
年

度

、
税
目

、
納
期
限
及
び
金
額

猶予
該当

年度
期別
月別 税　目 納期限 税　　額 加算金額 延滞金額 滞納処分費

TRUE XX 1 固定資産税
都市計画税

XX

FALSE XX 3
固定資産税
都市計画税

XX 12

XX 2
固定資産税
都市計画税

XX 9

50,000

27 50,000

猶予該当の合計（換価の猶予を希望する納期限を過ぎたもの
が対象です） 52,000 0 0 0

FALSE

猶予を受けようとする期間 XX 年 7 月 20

Ｃ 換価の猶予許可限度
　（Ａ－Ｂ） 52,000

円

都税等を一時に納付
し、又は納入すること
により事業の継続又
は生活の維持が困難
となる事情の詳細

○○株式会社に勤務していますが、別居の父が○○病を患い、手術・入院費用が急きょ発生し、

納税資金を取り崩して、治療費に充てる必要が生じました。現在の資金状況では、全てを都税の納付に

充てた場合、生活費の捻出が難しくなり、生活の維持が困難になってしまいます。

Ａ 納付すべき都税等
（アからエまでの合計） 52,000

円
Ｂ 現在納付可能資金額 0

円

現在納付可
能資金の内
訳（Ｂの内
訳）
※換価の猶予

を受けようとする

金額の総額が１

００万円以上の

場合は、現在納

付可能資金の

内訳（Ｂの内訳）

以降の記載を

省略できます。

資金の種類（預金の場合は預金の種類等を記載）
※預金は普通預金、当座預金等が対象

現 在 額
現在額のうち直ちに

納付可能な金額

直ちに納付に
充てられない事情

現  金 30,000

円

31 日 まで

担　保 有 無

日 から XX 年 10 月

0

運転資金

生活費

その他

担保財産の詳細又は提
供できない特別の事情 猶予を受けようとする金額が100万円を超えないため

運転資金

当座 信用金庫 本店 生活費ＸＸ

支店

100,000

円

0
( )

普通

預金 ○○○

銀行

その他

普通

預金 △△△△

銀行

□□

納税準備 信用組合

支店

30,000

円

0

運転資金

生活費

その他納税準備 信用組合 ( )

当座 信用金庫 本店

今
後
の
平
均
的
な
収
入
及
び
支
出
の
見
込
金
額

（
月
額

）

FALSE 法人等 見込金額（月額） TRUE 個人 見込金額（月額）

支
　
　
　
　
出

仕入 円

支
　
　
　
　
出

住居費（家賃・住宅ロー
ン・駐車場代）

120,000 円

役員報酬 円 被服費 10,000 円

諸経費

給与・報酬（手取） 300,000 円 XX 8 31 26,000 円

円
年金・事業所得（１か月相
当）

円 XX 9 30 0 円

収入合計（①） 円 収入合計（①） 300,000 円 XX 10 31 26,000 円

※

延

滞

金

に

つ

い

て

は

、
原

則

と

し

て

分

割

納

付

の

最

終

回

に

加

算

さ

れ

る

た

め

、
納

付

計

画

と

分

割

納

付

書

の

金

額

が

異

な

る

場

合

が

あ

り

ま

す

。

分
　
割
　
納
　
付
　
計
　
画

納付年月日 分割納付金額

収
　
入

売上 円 収
　
入

円

従業員給与 円 食費 60,000 円 円

円

家賃等 円
水道光熱費・通信費・新
聞代（ネット料金含）

40,000 円 円

円

借入返済 円 保険掛金 10,000 円 円

円 こづかい・交際費等 25,000 円

円

円 医療費・教育費・養育費 20,000 円 円

円
その他ローン（事業用を
除く）

19,000 円

円
家族等の収入・家族等から
の借入等（マイナスで記入） -30,000 円

生計を一にする家族の人数
（申請者本人を含む）

4 人

※　申請者が法人の場合は、その代表者の住所、氏名を併せて記入してください。

円

円 円

備
考

9月は固定資産税2期を納期
限内に納付
送付希望先：新宿区△△支出合計（②） 円 支出合計（②） 274,000 円

納付可能基準額（①－②） 円 納付可能基準額（①－②） 26,000 円

ア イ ウ エ

法律による金額

〃

〃

〃

〃

〃

〃

収受印

下の⑭分割納付計画の最

終日と同じ日付を記入し

ます。

申請者が給与所得者等の個人の場合

は、「個人」にチェックを入れます。

上の⑨猶予を

受けようとす

る期間の終期

と同じ日付を

記入します。

最終回は

「＋延滞金」

と記入します。

そ
れ
ぞ
れ
の
金
額
を
記
入
し
ま
す
。

パート収入のある配偶者や

子からの仕送り、知人から

の借入など生活費を負担す

る家族等がいる場合は、そ

の負担金額をマイナスで記

入します。

年金の場合は1か月相当の

金額を記入します。事業を

行う個人で生活の維持が困

難になる場合は、売上から

事業にかかる経費等を差し

引いた金額の１か月相当の

金額を記入します。 分割納付金額が増減する場合は、

その理由を記入します。

送付希望先がある場合はこちらに

記載するか、メモなどに記載して

同封してください。

①②

③

④

⑤ ⑥
⑦

⑧

⑨

⑩
⑪

＋延滞金

⑭

申請者本人を含めた同一の

生計の配偶者その他親族の

人数を記入します。

納期限を過ぎており、かつ猶予を受け

ようとするものにチェックを入れます。

年間に複数の納期限がある場合は、そ

の度に申請が必要です。

⑫

⑬

「現在額」及び「現在額

のうち直ちに納付可能な

金額」が０円の場合は、

「０円」と記入します。
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 ① 申請年月日 

申請書を提出する日を記入します。郵送で提出する場合は、郵便を投函する日を記入します。 

② 申請先 

申請書の提出先の所管の都税事務所等を記入します。（⇒33 ページ参照） 

③ 納税者（特別徴収義務者） 

住所（又は所在地）、氏名（又は名

称）、日中連絡のつく電話番号（携帯

電話も可）を記入します。 

お手元の納付書や納税通知書を確認

し、納付番号又は納税通知書番号を記

入します。 

希望送付先が異なる場合はメモなどに記載して同封してください。 

④ 納付すべき都税等及び猶予を受けようとする日以後一年以内に納期限が到来する都税の年度、税目、納期

限及び金額 

納税通知書等を参考に、換価の猶予を申請する時点で、未納となっている都税及び今後１年以内に納期限が到来

する都税等の「年度」「期・月別」、「税目」、「納期限」、「税額」、「加算金額」、「延滞金額」、「滞納処分費」を全て

記入し、そのうち、既に納期限を過ぎており、換価の猶予を希望する都税等について「猶予該当」にチェック

（☑）を入れます。 

今後１年以内に納期限が到来する都税等は、金額や納期限が不明なものは記入する必要はありません。 

⑤ Ａ 納付すべき都税等（アからエまでの合計） 

「④ 納付すべき都税等及び猶予を受けようとする日以後一年以内に納期限が到来する都税の年度、税目、納期

限及び金額」のうち、「猶予該当」にチェック（☑）を入れたものについて、アからエまでを合計した金額を記入

します。 

⑥ Ｂ 現在納付可能資金額 

概ね１週間以内に都税の納付にあてることができる金額を記入します。 

この金額は「⑫ 現在納付可能資金の内訳（Ｂの内訳）」の「現在額のうち直ちに納付可能な金額」の合計額と

同額になります。 

また、猶予を受けようとする金額が 100 万円以上の場合は、「財産目録」（⇒27 ページ）の「4 現在納付可能資

金額」の③現在納付可能資金額（①－②） (Ｄ)の金額と同額になります。 

⑦ Ｃ 換価の猶予許可限度額（Ａ－Ｂ） 

「⑤ Ａ 納付すべき都税等（アからエまでの合計）」の合計の金額から「⑥ Ｂ 現在納付可能資金額」を差

し引いた金額を記入します。 

⑧ 都税等を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細 

次の例を参考に、都税を一時に納付することにより、生活の維持が困難となる事情を具体的に記入します。 

取引先の単価の値下げ等により、勤務先の経営状態が悪く、給料が減らされていることに加え、病気のため定

期的に通院しており、月に 10,000 円程度の医療費を支払っている。また、Ｘ月に手術の予定があり、手術代

を要するため都税を一括で納付するのが困難である。 

⑨ 猶予を受けようとする期間 

換価の猶予を受けて、都税を分割納付する場合の「猶予期間の開始日」（※）から延滞金が発生した場合の延滞

金を含めた「分割納付の最終日」を記入します。 

※ 「猶予期間の開始日」とは、通常は申請書を提出する日です。 

ただし、納付すべき都税の納期限以前に申請をする場合は、その都税の納期限の翌日です。 

「分割納付の最終日」は、「⑭ 分割納付計画」の最終回と同じ日になります。 

なお、郵送により申請書を提出した場合、猶予期間の開始日は消印の押された日となります。 

⑩ 担保 

猶予を受けるにあたり、担保を提供する必要がある場合には「有」にチェック（☑）を入れます。 

次の（１）～（３）のいずれかに該当する場合には担保を提供する必要はありませんので、「無」にチェック

（☑）を入れます。 
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（１）猶予を受ける金額（未確定の延滞金を含みます。）が 100 万円以下である場合 

（２）猶予を受ける期間が３か月以内である場合 

（３）担保を提供できない特別の事情（地方税法により担保として提供できることとされている種類の財産

（※）がない等）がある場合 

※ 担保として提供できる財産の種類 

ア 国債及び地方債 

イ 社債その他の有価証券で都税事務所長等が確実と認めるもの 

ウ 土地 

エ 保険に付した建物等（「建物等」とは、次に掲げるものをいいます。） 

（ア）建物（イ）立木（ウ）登記される船舶 

（エ）登録を受けた航空機（オ）登録を受けた自動車（カ）登記を受けた建設機械 

オ 鉄道財団等の財団 

カ 都税事務所長等が確実と認める保証人の保証 

⑪ 担保財産の詳細又は提供できない特別の事情 

「⑩ 担保」で、「有」にチェック（☑）を入れ、担保を提供する場合にはその担保財産の詳細を記入します。 

「⑩ 担保」で、「無」にチェック（☑）を入れ、担保を提供する必要がない場合はその理由を、担保を提供で

きない特別な事情がある場合はその事情を記入します。 

⑫ 現在納付可能資金の内訳（Ｂの内訳）※換価の猶予を受けようとする金額の総額が 100万円以上の場合

は、現在納付可能資金の内訳（Ｂの内訳）以降の記載を省略できます。 

「資金の種類」に申請書を提出する日現在の現金、預貯金等のある金融機関名や預貯金の内訳を記入します。 

「現在額」に、申請書を提出する日現在の自宅や事務所等に保管している手持ち現金の金額及び預貯金等の金額

を記入します。 

「現在額のうち直ちに納付可能な金額」に、申請書を提出する日から概ね１週間以内に納付できる金額を記入し

ます。 

「現在額のうち直ちに納付可能な金額」の合計金額は、「⑥ Ｂ 現在納付可能資金額」と同額になります。 

「現在額」及び「現在額のうち直ちに納付可能な金額」が０円の場合は、「０円」と記入します。 

「納付に充てられない事情」は、「生活費」又は「その他」にチェック（☑）を入れます。 

なお、猶予を受けようとする金額が 100 万円以上の場合は、換価の猶予申請書に添付する「財産目録」（⇒27 ペ

ージ）に同様の内容を記入いただきますので、「財産目録」（⇒27 ページ）を添付する場合は、換価の猶予申請書へ

の記入を省略できます。 

⑬ 今後の平均的な収入及び支出の見込み（月額） 

「個人」にチェック（☑）を入れ、猶予期間

中における月単位の平均的な収入及び支出の見

込金額を記入します。 

なお、猶予を受けようとする金額が 100 万円以上の場合は、換価の猶予申請書に添付する「収支の明細書」（⇒

29・30 ページ）に同様の内容を記入いただきますので、「収支の明細書」（⇒29・30 ページ）を添付する場合は、

換価の猶予申請書への記入を省略できます。 

「収入」 

給与及び報酬の手取り額、そ

の他恒常的な収入を全て記入し

ます。 

年金収入の場合、１か月相当

の手取り額を記入します。 

手取り額とは、給与所得者については、直近１か月分の給与収入から、源泉所得税、地方税、社会保険料等を控

除した金額です。 

都税等を一時に納付することで生活の維持が困難になる個人事業者及び不動産所得者のうち青色申告者について

は、直近の年分の確定申告における青色申告決算書における青色申告特別控除前の所得金額の申請書を提出する日

から概ね１か月以内における金額を、白色申告者については、直近の年分の確定申告における収支内訳書における
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専従者控除前の所得金額の申請書を提出する日から概ね１か月以内における金額を記入します。 

なお、複数の所得がある場合は、それぞれの所得金額について計算した金額の合計です。 

「支出」 

申請者及び申請者と生計を一にする配偶者その他の親族の生活費として、実際に支払っている住居費（家賃・住

宅ローン・駐車場代）、食費、被服費、水道光熱費・通信費・新聞代（ネット料金含）、こづかい・交際費等、保険

掛金、その他ローン（事業用を除く）、医療費・教育費・養育費などの金額のうち、生活費として通常必要と認め

られる個々の金額を記入し、その合計金額を支出合計（②）に記入します。 

申請者と生計を一にする配偶者その他の親族等の中に生活

費を負担している人がいる場合等には、その人の負担金額を

「家族等の収入・家族等からの借入等（マイナスで記入）」

にマイナスで記入します。 

また、申請者と生計を一にする配偶者その他の親族につい

て、申請者本人を含めた人数を「生計を一にする家族の人数

（申請者本人を含む）」に記入します。 

【生活費計算の記入例】 

住居費（家賃・住宅ローン・駐車場代）として 120,000

円、食費として 60,000 円、被服費として 10,000 円、水道光

熱費・通信費・新聞代（ネット料金含）として 40,000 円、

こづかい・交際費等として 25,000 円、保険掛金として

10,000 円、その他ローン（事業用を除く）として 19,000 円

を要するほか、申請者は病気のため定期的に病院へ通院して

おり、月に 20,000 円程度の医療費を払っている。また、妻

にはパートによる給与収入が月 30,000 円程度ある。 

生計を一にする家族は、申請者本人、配偶者、子２人の合

計４人である。 

⑭ 分割納付計画 

最長１年の範囲内で、「納付年月日」に猶予期間中の各月におけ

る納付年月日を、「分割納付金額」に猶予期間中の各月における納

付金額を記入します。 

分割納付計画の最終回の「納付年月日」には「⑨ 猶予を受け

ようとする期間」の分割納付の最終日と同一の納付年月日を、「分

割納付金額」には「納付金額（○○○円）＋延滞金」（又は「延滞

金」）と記入します。 

「備考」に、臨時的な収入又は支出の内容を記入します。 

分割で納付する金額は、猶予を受けようとする金額が 100 万円

以上の場合は、換価の猶予申請書に添付する「収支の明細書」（⇒

29・30 ページ）の「７ 分割納付年月日及び分割納付金額」の

「⑤分割納付金額(Ｄ)」と同額になるようにします。 

審査の結果、猶予が許可されると、延滞金の一部が免除となり

ますが、延滞金の一部が免除となった場合で免除後の残りの延滞

金について「納付金額（○○○円）＋延滞金」（又は「延滞金」）

の記入がされていない場合は、原則として分割納付の最終回に延

滞金を加算し、換価の猶予許可通知書及び納付書を送付させてい

ただいております。 

そのため、申請書の分割納付計画と換価の猶予許可通知書及び

納付書の金額が異なる場合があります。 
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 11 「その他の財産収支状況書」（⇒26 ページ）の書き方 

 換価の猶予を受けようとする金額が 50 万円以上 100万円未満の場合は、「換価の猶予申請書」（⇒25 ページ）に、

「その他の財産収支状況書」を添付する必要があります（申請時点で未確定の延滞金は含みません）。 

猶予を受けようとする金額が 100 万円以上の場合は、「その他の財産収支状況書」ではなく、「財産目録」（⇒27 ペー

ジ）、「収支の明細書」（⇒29・30 ページ）を添付します（申請時点で未確定の延滞金は含みません）。 
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 ① 年月日 

申請書を提出する日と同一の年月日を記入します。 

② １ 住所・氏名等 

住所（又は所在地）、氏名（又は名称）を記入します。 

③ ２ 申請書記載外の財産等の状況 (1) 売掛金・貸付金等の状況 

売掛金・貸付金等について、売掛先等の名称、住所、金額、回収予定日（手形の場合は支払期日）、種類及び回

収方法を記入します。 

「種類」に、売掛金、貸付金、未収金等の種類を記入します。 

「回収方法」に、現金、振込、手形、小切手等の回収方法を記入します。 

④ ２ 申請書記載外の財産等の状況 (2) その他の財産の状況 

不動産、国債・上場株式等の有価証券及び車両や、満期日が猶予を受けようとする日より１週間以上先の定期預

金や定期積立預金等、所有している財産の種類、数量、所在地、満期日等を記入します。 

敷金、保証金、保険、満期日が猶予を受けようとする日より１週間以上先の定期預金や定期積立預金は、「その

他（保険等）」に記入し、定期預金等の場合は、預け入れている金融機関の名称・支店名・預金種別・残高・満期

日等を記入します。 

⑤ ２ 申請書記載外の財産等の状況 (3) 借入金・買掛金の状況 

借入先等の名称、借入金等の金額、月額返済額、返済終了（支払）年月、追加借入の可否及び担保提供財産等を

記入します。 

「月額返済額」に、毎月の平均的な返済額を記入します。 

「返済終了（支払）年月」に、借入金の返済が終了する、又は買掛金等を支払う年月を記入します。 

「追加借入の可否」に、借入の枠が残っている等、追加借入ができる場合は「可」に、できない場合は「否」に

○印を付けます。 

「担保提供財産等」に、借入等のために抵当権を設定しているもの等、担保として提供している財産等を記入し

ます。 

⑥ ３ 猶予を受けようとする日前１年間の収入及び支出の実績 

「収入」に猶予を受けようとする日の直前１年間における各月ごとの「総収入金額」を、「支出」に「総支出金

額」を記入し、「収入―支出」にその差額を記入します。 

また、「収入－支出」の金額がマイナスのときは、金額の前に「－」又は「▲」を付けます。 

なお、臨時的な収入や支出があった月については、「増減理由」にその理由を記入します。 

「増減理由」の記入例 

・ 事業用車両の売却代金として 30 万円の臨時的な収入があったため。 

・ 製造用機械の故障による修繕費として 300 万円の臨時的な支出があったため。 

※ 月次決算又は毎月の収支計算を行っていない場合は、直前の事業年度の決算に基づき記入して差し支えあり

ません。 
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 Ⅱ 財産目録・収支の明細書の書き方   

  
 １ 「財産目録」（⇒27 ページ）の書き方 

 猶予を受けようとする金額が 100 万円以上の場合には「財産目録」及び「収支の明細書」（⇒29・30 ページ）を添付

して提出する必要があります（申請時点で未確定の延滞金は含みません）。 

 

 

（別記様式オ０１）

・ 7 ・

・ 7 ・

・ 7 ・

・ 7 ・

TRUE

事業支出
（法人等の場合）

FALS E

生活費
（個人の場合）

円 円

従業員給与 240,000 円

円 円

こづかい・交
際費等

円

円

生計を一にする家族
の人数（申請者本人
を含む）

人

２　財産の状況
　（１）　預貯金等の状況

金 融 機 関 等 の 名 称
預貯金等
の種類

預 貯 金 等 の 額 金 融 機 関 等 の 名 称
預貯金等
の種類

預 貯 金 等 の 額

財 産 目 録
１　住所・氏名等

住　 所
所在地 新宿区西新宿Ｘ－Ｘ－Ｘ

氏　 名
名　 称 主税電気株式会社

ＸＸ 年 7 月 1 日

20,000 円

Ａ銀行○○支店 普通 450,000 円 円

手持ち現金 現金 600,000 円 Ｂ信用金庫△△支店 当座

　（２）　売掛金・貸付金等の状況

売 掛 先 等 の 名 称 ・ 住 所 種類 回収予定日 回収方法 売 掛 金 等 の 額

円

　　預　　貯　　金　　等　　合　　計　　(Ａ) 1,130,000 円

Ａ銀行○○支店 当座 60,000 円

1,800,000 円

株式会社Ｂ電子工業 ○○市△△町Ｘ－Ｘ－Ｘ 貸付金 ＸＸ 16 振込 500,000 円

Ａ機器株式会社 ○○市△△町Ｘ－Ｘ－Ｘ 売掛金 ＸＸ 10 振込

1,500,000 円

Ｄエレクトロニクス株式会社 ○○市△△町Ｘ－Ｘ－Ｘ 貸付金 ＸＸ 20 手形 200,000 円

Ｃ精密工業株式会社 ○○市△△町Ｘ－Ｘ－Ｘ 売掛金 ＸＸ 25 小切手

　（３）　その他の財産の状況

財 産 の 種 類 担保等
直ちに納付に

充てられる金額

国 債 ・ 株 式 等 株式会社○○○ 上場株式200株 200,000 円

不 動 産 等 工場の土地建物（○○県△△市ＸＸ町Ｘ－Ｘ－Ｘ） 0 円

車 両
事業用車両３台
（練馬330あＸＸＸ、練馬330あ□□□□、練馬330あ△△△△）

0 円

　（４）　借入金・買掛金の状況

借 入 先 等 の 名 称 借入金等の金額 月 額 返 済 額
返済終了（支払）

年月
追加借入
の可否

担 保 提 供 財 産 等

そ の 他 財 産
（ 敷 金 、 保 証 金 、 保 険 等 ）

Ａ銀行○○支店（定期預金400,000円、満期日ｘ□年10月31日）
営業所敷金（1,000,000円）、○○生命保険

0 円

合　計　(Ｂ) 200,000 円

Ｂ信用金庫△△支店 1,800,000 円 150,000 円

Ａ銀行○○支店 15,000,000 円 350,000 円

△△ 年 5 月 可　・　否

年 3 月 可　・　否 工場土地家屋、定期預金Ｘ△

年 月 可　・　否

3　当面の必要資金額

円 円

役員報酬 200,000 円

項　　　　目 金　　　　額 内　　　　容

支
出
見
込

1,800,000 円

仕入 770,000 円

住居費（家賃・住

宅ローン・駐車場

代）

円 食費

借入返済 500,000 円

円

家賃等 0 円 諸経費 90,000 円

(支出見込) － (収入見
込)　(C)

1,300,000 円 マイナスになった場合は０円

収入見込
（分割納付１回目に用いる収入以外）

500,000 円 株式会社Ｂ電子工業（○○市△△町Ｘ－Ｘ－Ｘ）から貸付金の回収（500,000円）あり。
本収入を除いては、分割納付の第１回の原資を予定している収入のみ。

円

円 被服費 円

水道光熱費・通

信費・新聞代

（ネット料金含）

円

円

※(Ｃ)は、以下４②「当面の必要資金額」欄へ転記

4　現在納付可能資金額

①当座資金額（(A)＋(B)） ②当面の必要資金額(上記（Ｃ）から転記) ③現在納付可能資金額（①－②）　(Ｄ)

1,330,000 円 1,300,000 円 30,000

保険掛金 円

円

その他ローン
（事業用を除
く）

円
医療費・教育
費・養育費

家族等の収入・

家族等からの借

入等（マイナスで

記入）

円

収受
印

※第1回目の分割納付を開始するまでに、分割納付の原資となる収入以外の収入がある場合のみ記入します。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

満期日が１週間以上先の定期預金は「その他財産」に記入します。

満期日が１週間以上先の定期預金は（３）その他の財産の状況に記載

するため、（１）預貯金等の状況には記入しません。

それぞれの金額を記入します。

マイナスになる場合

は「０円」と記入し

ます。

申請者が法人等で事業を

行っている場合は「事業支

出（法人等の場合）」に

チェックを入れます。
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 ①  年月日 

換価の猶予申請書を提出する日と同一の年月日を記入します。 

② １ 住所・氏名等 

住所（又は所在地）、氏名（又は名称）を記入します。 

③ ２ 財産の状況 （1）預貯金等の状況 

「手持ち現金」に、申請書を提出する日現在の、自宅や事務所等に保管している手持ち現金の額を記入します。 

預貯金等については、金融機関等の名称及び支店名、預貯金等の種類（普通、当座、納税準備）及びその金額を

記入します。 

満期日が猶予を受けようとする日より１週間以上先の定期預金や定期積立預金、預貯金等のうち借入の担保にな

っているもの等は「⑤ ２ 財産の状況 （3）その他の財産の状況」の「その他財産（敷金、保証金、保険等）」

に記入します。 

④ ２ 財産の状況 （2）売掛金・貸付金等の状況 

売掛金・貸付金等について、売掛先の名称、住所、種類、回収予定日（手形の場合は支払期日）、回収方法、金

額をそれぞれ記入します。 

「種類」に、売掛金、貸付金、未収金等の種類を記入します。 

「回収方法」に、現金、振込、手形、小切手等の回収方法を記入します。 

⑤ ２ 財産の状況 （3）その他の財産の状況 

国債、上場株式等の有価証券、不動産、車両等所有している財産をそれぞれ具体的に記入します。 

「その他財産（敷金、保証金、保険等）」には、敷金、保証金、保険等のほか、満期日が猶予を受けようとする

日より１週間以上先の定期預金や定期積立預金、預貯金等のうち借入の担保になっているもの等を記入します。 

「担保等」に、記入した財産に抵当権等の担保権が設定されている場合にチェック（☑）をつけます。 

「直ちに納付に充てられる金額」に、記入した財産のうち、現金化することが容易で、直ちに納付に充てられる

財産の金額を記入し、その合計金額を「合計（Ｂ）」に記入します。 

⑥ ２ 財産の状況 （4）借入金・買掛金の状況 

借入先等の名称、借入金等の金額、月額返済額、返済終了（支払）年月、追加借入の可否及び担保提供財産等を

記入します。 

「月額返済額」に、毎月の平均的な返済額を記入します。 

「返済終了（支払）年月」に、借入金の返済が終了する、又は買掛金等を支払う年月を記入します。 

「追加借入の可否」に、借入の枠が残っている等追加借入ができる場合は「可」に、できない場合は「否」に○

印を付けます。 

「担保提供財産等」に、借入等のために抵当権を設定しているもの等、担保として提供している財産等を記入し

ます。 

⑦ ３ 当面の必要資金額 

【申請者が法人等で事業を行っている場合】 

「事業支出」（法人等の場合）」にチェック（☑）を入れ、申請書を提出する日から概ね１か月以内（※1）に支

出する事業の継続のために必要不可欠な金額（※2）及びその主な内容（仕入、従業員給与、役員報酬、家賃等、

諸経費、借入返済等）を記入します。

 

「収入見込」には、第１回目の分割納付を開始するまでの間（概ね１か月）に、分割納付の原資となる収入以外

の収入（事業収入、その他の収入）について、その金額及びその主な内容（給与収入の場合は支給者の名称・所在

地）、事業収入の場合は取引先の名称・所在地等を記入します。

 

「（支出見込）－（収入見込）（Ｃ）」には、支出見込金額から収入見込金額を控除した金額（マイナスの場合

は、０円とします。）を記入します。この金額は、「⑧ ４ 現在納付可能資金額」の②当面の必要資金額（上記

（Ｃ）から転記）と同額になります。
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【申請者が給与所得者等の個人の場合】 

申請者が給与所得者や年金所得者、都税等を一時に納付することで生活の維持が困難になる事業を行う個人等の

場合は、「生活費」（個人の場合）にチェック（☑）を入れ、申請書を提出する日から概ね１か月以内（※）に支出

する申請者及び申請者と生計を一にする配偶者その他の親族の生活費として、実際に支払っている住居費（家賃・

住宅ローン・駐車場代）、食費、被服費、水道光熱費・通信費・新聞代（ネット料金含）、こづかい・交際費等、保

険掛金、その他ローン（事業用を除く）、医療費・教育費・養育費などの金額のうち、生活費として通常必要と認

められる個々の金額を記入し、その合計金額を「金額」に記入します。 

申請者と生計を一にする配偶者その他の親族等の中に生活費を負担している人がいる場合等には、その人の負担

金額を「家族等の収入・家族等からの借入等（マイナスで記入）」にマイナスで記入します。 

また、申請者と生計を一にする配偶者その他の親族について、申請者本人を含めた人数を「生計を一にする家族

の人数（申請者本人を含む）」に記入します。 

都税等を一時に納付することで生活の維持が困難になる事業を行う個人等の場合で、生活費以外に事業継続に不

可欠な支出がある場合は、その内訳とその金額を空欄に記入します。 

【生活費計算の記入例】 

住居費（家賃・住宅ローン・駐車場代）として 120,000 円、食費として 60,000 円、被服費として 10,000 円、水

道光熱費・通信費・新聞代（ネット料金含）として 40,000 円、こづかい・交際費等として 25,000 円、保険掛金と

して 10,000 円、その他ローン（事業用を除く）として 19,000 円を要している。 

申請者は病気のため定期的に病院へ通院しており、月に 20,000 円程度の医療費を払っている。 

妻にはパートによる給与収入が月 30,000 円程度ある。 

生計を一にする家族は、申請者本人、配偶者、子２人の合計４人である。

 

「収入見込」には、第１回目の分割納付を開始するまでの間（概ね１か月）に、分割納付の原資となる収入以外

の収入（事業収入、給与収入、その他の収入）について、その金額及びその主な内容（給与収入の場合は支給者の

名称・所在地）、事業収入の場合は取引先の名称・所在地等を記入します。

 

「（支出見込）－（収入見込）（Ｃ）」には、支出見込金額から収入見込金額を控除した金額（マイナスの場合

は、０円とします。）を記入します。この金額は、「⑧ ４ 現在納付可能資金額」の②当面の必要資金額（上記

（Ｃ）から転記）と同額になります。

 

 

※1 申請書を提出する日から１か月以内において、最も資金手当てが必要になる日までの期間とすることができ

ます。 

※2 申請書を提出する日から概ね１か月以内を超える期間における支出であっても、そのための資金手当てをし

ておかなければその事業を継続できなくなるような支出については、必要最小限度の範囲内でこの金額に含め

ることができます。 
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⑧ ４ 現在納付可能資金額 

①当座資金額（（Ａ）＋（Ｂ））は、「③ ２ 財産の状況 （1）預貯金等の状況」の「預貯金等合計（Ａ）」の

金額と「⑤ ２ 財産の状況 （3）その他の財産の状況」の「合計（Ｂ）」の金額の合計額を記入します。 

②当面の必要資金額（上記 （Ｃ）から転記）に、「⑦ ３ 当面の必要資金額」の「（支出見込）－（収入見込） 

(Ｃ)」の金額（マイナスの場合は、０円とします。）を記入します。  

③現在納付可能資金額（①－②）（Ｄ）に、①当座資金額（（Ａ）＋（Ｂ））の金額から②当面の必要資金額（上

記 （Ｃ）から転記）の金額を差し引いた金額を記入します。 

③現在納付可能資金額（①－②）（Ｄ）の金額は、 直ちに都税の納付に充てることができる金額であるため、で

きるだけ速やかに納付します。 

納付がない場合は、猶予が不許可になる場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 収入等の状況により、申請書を提出する日から概ね１か月を超える期間のために資金手当てをしておかな

ければ生活を維持することができなくなるような場合には、その超える期間のための必要最低限の範囲内

で、金額を加算することができます。 
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 ２ 「収支の明細書」の 1ページ目（⇒29ページ）の書き方 

 猶予を受けようとする金額が 100 万円以上の場合には「財産目録」（⇒27 ページ）に加え、「収支の明細書」を添付

して提出する必要があります（申請時点で未確定の延滞金は含みません）。 
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 ① 年月日 

換価の猶予申請書を提出する日と同一の年月日を記入します。 

② １ 住所・氏名等 

住所（又は所在地）、氏名（又は名称）を記入します。 

③ ２ 直前１年間における各月の収入及び支出の状況 

申請書を提出する日の直前１年間における各月ごとの「①総収入金額」、「②総支出金額」及び「③差額（①－

②）」を記入します。 

「③差額（①－②）」の金額がマイナスのときは、金額の前に「－」又は「▲」を付けます。 

臨時的な収入や支出があった月については、「備考」に、その理由を記入します。月次決算又は毎月の収支計算

を行っていない場合、直前の事業年度の決算に基づき記入しても差し支えありません。 

「備考」の記入例 
・事業用車両の売却代金として３０万円の臨時的な収入があったため 

・配送用車両の故障による修繕費として５０万円の臨時的な支出があったため 

④ ３ 今後の平均的な収入及び支出の見込金額（月額） 

申請者が法人等で事業を行ってい

る場合は、「申請者が法人等の場合」

にチェック（☑）を入れ、猶予期間

中における月単位の平均的な収入及

び支出の見込金額を記入します。申

請者が給与所得者等の個人の場合

は、「申請者が個人の場合」にチェッ

ク（☑）を入れ、猶予期間中におけ

る月単位の平均的な収入及び支出の

見込金額を記入します（右が記入例

です）。 

記入方法の詳細は、法人等で事業

を行っている場合は 8 ページの「⑬ 

今後の平均的な収入及び支出の見込

み（月額）」を、給与所得者等の個人

の場合は 12 ページの「⑬ 今後の平

均的な収入及び支出の見込み（月

額）」をご覧ください。 

 

 

 

⑤ ４ 今後１年以内における賞与等の臨時的な収入及び支出の見込金額 

今後１年以内における臨時的な収入及び支出の見込金額を記入します。 

臨時収入 臨時支出 

「臨時収入」に、不要不急の資産の売却、新規借入や

貸付金の回収等による臨時的な収入が見込まれる場合

に、その内容、年月及び金額を記入します。 

「臨時支出」に、事業の継続のためのやむを得ない設

備・機械の購入等による臨時的な支出や、生活の継続

のためのやむを得ない臨時的な支出が見込まれる場合

に、その内容、年月及び金額を記入します。 

≪「臨時収入」の記入例 ≫ 

・○○保険の一時金受取り 

・○○○○社からの貸付金回収 

・賞与 

≪「臨時支出」の記入例 ≫ 

・配送車両の老朽化による新規購入 

・工場内の電気設備の定期点検 

・住宅ローン（賞与時加算） 

・子の高校入学費用 
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 ３ 「収支の明細書」の 2ページ目（⇒30ページ）の書き方 

 猶予を受けようとする金額が 100 万円以上の場合には「財産目録」（⇒27 ページ）に加え、「収支の明細書」を添付

して提出する必要があります（申請時点で未確定の延滞金は含みません）。 
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 ⑥ ５ 今後１年以内に納付すべきことが見込まれる国税及び地方税等 (Ｂ) 

今後１年以内に納付すべきことが見込まれる国税、地方税、社会保険料等について、その納付すべきこととなる

年月、税目及び金額をそれぞれ記入します。 

月ごとに納付する源泉所得税や社会保険料等は「④ ３ 今後の平均的な収入及び支出の見込金額（月額）」の

「支出」に記入します。 

⑦ ６ 家族（役員）の状況 

申請者が法人の場合は、全ての役員について、その役職、氏名、生年月日、報酬額（月額）、所有財産等を記入

します。 

※ 報酬額は、源泉徴収する所得税等を控除する前の金額を記入します。 

申請者が個人の場合は、以下の例のように生計を一にする親族について、続柄、氏名、生年月日、収入金額

（専従者給与を受けている場合は、その金額）、職業及び所有財産等を記入します。 

※ 収入金額は、源泉徴収される所得税等を控除する前の金額を記入します。 

 

⑧ ７ 分割納付年月日及び分割納付金額 

「納付年月日 (Ｃ)」に、猶予期間中の各月の納付年月日を記入します。 

①納付可能基準額に、「④ ３ 今後の平均的な収入及び支出の見込金額（月額）」の「納付可能基準額（①－

②）（Ａ）」に記入した金額を記入します。 

②季節変動等に伴う増減額に、「③ ２ 直前１年間における各月の収入及び支出の状況」のほか、例年の収支状

況を基に、「④ ３ 今後の平均的な収入及び支出の見込金額（月額）」で算出した「納付可能基準額（①－②）

（Ａ）」と比較し、季節変動等に伴う増減額を記入します。 

なお、減額する場合には、金額の前に「－」又は「▲」を付けます。 

③臨時的入出金額に、「⑤ ４ 今後１年以内における賞与等の臨時的な収入及び支出の見込金額」を基に、納付

年月における臨時的な収入又は支出の金額の合計額を記入します。 

減額する場合には、金額の前に「－」又は「▲」を付けます。 

④国税等に、「⑥ ５ 今後１年以内に納付すべきことが見込まれる国税及び地方税等 (Ｂ)」に記入した国税等

の納付や納付のために積立てを行う金額を記入します。 

積立てを取り崩して納付に充てる場合は、積立額から納付額を減算した金額を記入します。 

⑤分割納付金額 (Ｄ)（①＋②＋③－④）に、各月ごとに、①納付可能基準額の金額に②季節変動等に伴う増減

額の金額及び③臨時的入出金額の金額を加算し、④国税等の金額を減算した金額を記入します。 

なお、分割納付計画の最終回の「納付年月日（Ｃ）」は換価の猶予申請書の猶予を受けようとする期間の終期と

同一の年月日を記入します。 

分割納付計画の最終回の⑤分割納付金額 (Ｄ)（①＋②＋③－④）に「納付金額（○○○円）＋延滞金」（又は

「延滞金」）と記入するか、【備考】に「延滞金が発生した場合は分割納付の最終回に納付します。」又は「延滞金

のみを分割納付の最終回に納付します。」等のように記入します。 
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（このページは白紙です） 
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※ 申請者が法人の場合は、その代表者の住所、氏名を併せて記入してください。 



26 

 

 



27 

 

 

 

キ
リ
ト
リ
線 

 



28 

 

（このページは白紙です）
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※ 申請者が法人の場合は、その代表者の住所、氏名を併せて記入してください。 
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 Ⅲ 猶予制度に関するお問い合わせ・申請先一覧   

     
 換価の猶予に関するお問い合わせ、１件 50 万円以上又は総額 100 万円以上の換価の猶予の申請先（島しょを除く） 

 千代田都税事務所 

〒101-8520 千代田区内神田 2-1-12 

03-3252-7141 

中央都税事務所 

〒104-8558 中央区新富 2-6-1 

03-3553-2151 

港都税事務所 

〒106-8560 港区麻布台 3-5-6 

03-5549-3800 

 新宿都税事務所 

〒160-8304 新宿区西新宿 7-5-8 

03-3369-7151 

文京都税事務所 

〒112-8550 文京区春日 1-16-21 

03-3812-3241 

台東都税事務所 

〒111-8606 台東区雷門 1-6-1 

03-3841-1271 

 墨田都税事務所 

〒130-8608 墨田区業平 1-7-4 

03-3625-5061 

江東都税事務所 

〒136-8533 江東区大島 3-1-3 

03-3637-7121 

品川都税事務所 

〒140-8716 品川区広町 2-1-36 

03-3774-6666 

 目黒都税事務所 

〒153-8937 目黒区上目黒 2-19-15 

03-5722-9001 

大田都税事務所 

〒144-8511 大田区新蒲田 1-18-22 

03-3733-2411 

世田谷都税事務所 

〒154-8577 世田谷区若林 4-22-13 

03-3413-7111 

 渋谷都税事務所 

〒151-8546 渋谷区千駄ヶ谷 4-3-15 

03-5422-8780 

中野都税事務所 

〒164-0001 中野区中野 4-6-15 

03-3386-1111 

杉並都税事務所 

〒166-8502 杉並区成田東 5-39-11 

03-3393-1171 

 豊島都税事務所 

〒171-8506 豊島区西池袋 1-17-1 

03-3981-1211 

北都税事務所 

〒114-8517 北区上十条 2-27-1 

03-3908-1171 

荒川都税事務所 

〒116-8586 荒川区西日暮里 2-25-1 

03-3802-8111 

 板橋都税事務所 

〒173-8510 板橋区大山東町 44-8 

03-3963-2111 

練馬都税事務所 

〒176-8511 練馬区豊玉北 6-13-10 

03-3993-2261 

足立都税事務所 

〒123-8512 足立区西新井栄町 2-8-15 

03-5888-6211 

  葛飾都税事務所 

〒124-8520 葛飾区立石 5-13-1 

03-3697-7511 

江戸川都税事務所 

〒132-8551 江戸川区中央 4-24-19 

03-3654-2151 

 

 

 

 八王子都税事務所 

〒192-8611 八王子市明神町 3-19-2 

042-644-1111 

八王子市、青梅市、町田市、日野市、福生市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野

市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町を所管しています。 

 立川都税事務所 

〒190-0022 立川市錦町 4-6-3 

042-523-3171 

立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、小金井市、小平市、東村

山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山

市、西東京市を所管しています。 

 

 

 

 １件 50 万円未満かつ総額 100 万円未満の換価の猶予の申請先（島しょを除く） 

 主税局 徴収部 納税推進課 〒101-8513 千代田区内神田 2-1-12 8 階 
 

 ※換価の猶予の申請書のあて名は所管の都税事務所名となります。 

 換価の猶予に関するお問い合わせ・申請先（島しょ） 

 大島支庁 

〒100-0101 大島町元町字オンダシ 222-1 

04992-2-4411 

 

三宅支庁 

〒100-1102 三宅島三宅村伊豆 642 

04994-2-1311 

八丈支庁 

〒100-1492 八丈島八丈町大賀郷 2466-2 

04996-2-4511 

  小笠原支庁 

〒100-2101 小笠原村父島字西町 

04998-2-3230 

大島支庁は、大島町、利島村、新島村、神津島村を所管しています。 

三宅支庁は、三宅村、御蔵島村を所管しています。 

八丈支庁は八丈町、青ヶ島村を所管しています。 
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